
平子の森トライアル事業 共同事業者登録審査チェックリスト

審査に当たっては、企画提案書及び対話の内容を総合的に勘案した上で、適否を判断する。

申 請 者 名

確 認 項 目 チェック

１

提
案
内
容
の
条
件
※

① 確実に実施できる内容であること

□
内容

・無理なく実施できる方法や期間、運営体制等が設定された内容か。

・使用する土地や建物等の区域設定は妥当な内容か。

② 公共の利益に反するものではないこと
□

内容 ・特定の個人や法人、団体等の利益のみを追求した内容となっていないか。

③ 市の財政負担を求めるものではないこと

□
内容

・提案の実施によって生ずる費用は、すべて申請者の負担とする内容か。

・市に求める使用区域内の維持管理等の内容は適切な範囲内か。

④ 現在の利活用に支障を来さない内容であること

□
内容

・仮設広場の利用やプレーパーク等の開催の妨げにはならない内容か。

・敷地内の車両通行スペースを確保できる内容か。

⑤ 水道や電気等の設備が必要な場合は、共同事業者の負担により工事等を実施すること

□
内容

・提案の実施によって特に使用する水や電気等は、すべて申請者の負担とする内容か。

（設備の整備、各種メーターの設置、光熱水費等）

⑥ 事故等が発生した場合は、共同事業者の責で適切に対応し、市へ状況報告すること

□
内容

・危険を伴う提案となっていないか。事故発生防止のための安全対策は十分な内容か。

・事故発生時の連絡体制や、施錠等の防犯上の対策は十分な内容か。

⑦ 使用する区域は、適宜除草作業を行う等、適切な維持管理に努めること

□
内容

・区域内の除草やごみ拾い等、定期的な維持管理が予定された内容か。

・使用する資機材等は、常に安全かつ整理整頓した状態で保管する内容か。

⑧ 土地の改変や建物の新築等（プレハブ等を含む）は、原則不可とすること

□
内容

・土地の改変内容は、原形復旧が可能な内容か。

・建物の新築等を伴わない内容か。

⑨ 既存の施設は、老朽化が進んでいるため、利活用する場合は、共同事業者の負担によ

り建物の修繕等が必要となる場合があること
□

内容
・建物の改修や修繕を伴う提案内容か。

・（建物の改修や修繕を行う場合）実施規模や内容は適切な範囲内か。

⑩ 平子の森北側の道路は、名古屋市の管理道路であるため通行不可

□
内容

・名古屋市管理道路を通行する可能性のない内容か。

・申請者以外の来場者も、同様に名古屋市管理道路を通行する可能性はないか。

⑪ 市委託の警備事業者による定期巡回警備の妨げにならないこと
□

内容 ・道路上に資機材を置く等、警備事業者の車両の通行を遮断しない内容か。



確 認 項 目 チェック

２

対
話
で
の
確
認

① 「平子の森の萌芽的利活用に係る方針」に即したものであること

□
内容

・平子の森の「利活用の可能性」を模索するために有効な内容か。

・地域の発展やさらなる魅力的な取組につながる内容か。

② 確実に実現する取組であること
□

内容 ※「１ 提案内容の条件」①と同じ

③ 安定的に運営できる体制にあること

□
内容 ※「１ 提案内容の条件」①及び⑥と同じ

④ 市政や地域に貢献する取組であること

□
内容

・市政運営の支援や、将来的な発展に寄与する内容か。

・地域コミュニティや次世代産業の振興等に貢献する内容か。

・次世代産業の振興やスタートアップ支援につながるか。（建物使用時）

⑤ 周辺地域への影響に配慮した取組であること

□
内容

・提案の実施によって生ずる騒音や振動は、周辺地域に悪影響を及ぼさないか。

・申請者以外の来場者がある場合には、周辺生活道路等に悪影響を及ぼさないか。

３

審
査
結
果

（総合評価）

□ 適

□ 否

４

公
表

事業者名

□

事業概要

※ 企画提案書で判断できない事項については、対話によって確認すること。

※ 下線部は、「２ 対話での確認」と同じ内容。


